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はじめに（21世紀へのグランドデザイン）

20世紀最後の四半世紀，世界各地で大きな社会変

動が起こった。自由を制限され，あるいは資源配分

の効率性が劣る経済社会の多くはゆらぎ，相次いで

活気や安定を失った。社会保障制度も同様であり，

人権への配慮，不公平・格差の解消，資源の効率的

な配分を考えない社会保障制度は行き詰まる。

日本においては戦後50年，新憲法に支えられ，社

会保障制度審議会の1950年勧告を基に，年金，医療，

福祉等という分野に大別される社会保障制度は，経

済成長もあってそれぞれ制度ごとに発展，充実して

きた。国民皆年金，国民皆保険という目標が掲げら

れ，国民全部を対象として制度的には世界的にトッ

プレベルまで達している分野もある。社会保障制度

は日本の社会の安定的な発展に大きく貢献してきた

といえる。

21世紀には高齢者1人に現役世代2人子ども1人

という社会になる。その中ですべての国民が等しく，

かけがえのない個人として互いに尊重し合い，その

生涯を自らの選択に基づいて，生き生きとして安心

して暮らせるような社会にしなければならない。ま

た，すべての国民が地域での主役としてその役割を

担い，自己責任と他者への思いやりを持つ自立と連

帯の社会でもなければならない。

さらに，女性の就業や社会参加が広がり，経済社

会の活力を維持する上で女性が一層重要な役割を果

たす社会であり，また，次世代を担う子どもにもあ
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たたかいまなざしがより一層注がれる社会でなけれ

ばならない。こうした状況に対応し，男性と女性が

それぞれの能力をいかし，仕事と家庭，ことに育児

や介護を共に担いながら福祉社会を築いていくこと

が大切である。

21世紀前半における人々の生活の将来像を描けば

こういう形になろうか。

家族の姿は以前とずいぶん変わった。両親がいて

夫婦がいて子どもが大勢おり，夫だけが外で働き，

妻が家事をするという家庭はなかなか見られない。

高齢者夫婦だけ，高齢者1人だけという家庭も増え

たし，夫婦が2人とも働いている家庭も多い。家族

の人数も少なくなった。外で働く女性が増え社会の

大きな力になっており，出産・育児支援政策も充実

しているので，子どもを生み育てやすい環境になっ

た。

ほとんどの人は60歳台前半まで働いており，その

後も引き続き元気で働いている人もいる。それは男

性に限ったことではなく，女性も同様である。引退

した場合でも，多くの人は現役時代の能力を生かし

て週に何日か社会的，経済的な活動に参加している。

ボランティアとして社会参加や高齢者の介護をして

いる人もいる。年齢が高くなっても，現実の社会の

一員として活動を続けているというべきであろう。

病気や障害を持つ人達でも，急な病気はともかく慢

性の状態のときは在宅で介護を受ける人も多い。こ



の頃には病院や施設は十分整備されており，病院や

施設で介護を受けるか，ホームヘルパーや訪問看護

などを利用しながら自宅で介護を受けるかは，病気

や障害の程度，家族の都合を考えて利用者自身が選

べる。年金，医療，福祉等についてわからないこと

は身近で相談できる体制になっており，あちこちと

駆け回らないでも対応してくれる。何よりも現役世

代もこんな様子を見聞きして社会保障制度を身近な

ものと考えるようになっているから，将来について

の不安を持たないですむし，その負担についても理

解が得られている。

20世紀後半の社会変動を受け，社会保障制度をこ

うした21世紀の大きく変化した社会に向けて改革し

ていくためにはなすべきことが多い。第一に大事な

ことは，すべての国民が社会保障の心，自立と連帯

の気持ちをより強く持つことである。社会保障制度

には元気な人が病気の人を，働いている人が働けな

い人を助けるというような同じ世代の中での助け合

いや，年金制度のようにかなりの部分を後代の負担

に委ねる世代間の扶養もある。しかし，ほとんどの

国民が長寿を全うする社会では，貢献する世代は，

順送りに次の時代にはそれを受ける世代となる。長

く続く社会連帯が社会保障制度の基本である。しか

も，連帯とは頼りもたれ合うことでなく，自分や家

族の生活に対する責任を果たすと同じように自分以

外の人にも思いやりを持ち，手を差し延べることで

ある。それだけに，高齢者もできる限り自分のこと

は自分でできるよう，健康，生活の確保に努めるこ

とが若い世代の理解につながる。

第二は不安への対処である。今，国民の中で，高

齢者はもちろん，若い世代までが漠然と将来に不安

を感じている。高齢者はこれから先の生活と，それ

が損なわれたとき誰が面倒を見てくれるかと不安で

ある。若い世代は高齢者が増え，それらの負担で大

変なことになるのではないかと心配している。そこ

で，社会保障制度が何をどこまでみるか，その範囲，

費用をはっきりさせ，国民の理解を得ることが必要

になる。

21世紀の長寿社会を考えたとき，社会保障制度の

大枠として，現役世代の実質所得とバランスの取れ

た安定的な公的年金制度，健康の自己管理や先端の

技術・考え方をも取り入れつつ資源の効率的な配分

に資する医療保険制度，介護や子育ての支援にも力
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を入れ，より充実した福祉の諸施策が核となる。そ

して社会保障制度の実効をあげ，安心して暮らせる

ため，住宅，まちづくりなど，従来の枠を超えて社

会保障施策の対象を広げることも肝要である。

これらの具体化のためには，今後の高齢化の進展

を考慮しただけでも費用がかかる。それについては

国民の合意が必要である。国民所得に対する社会保

障費の比率でみれば現在の水準をかなり超えるだろ

うが，それだけに資源配分を適切にし，社会保障制

度を効率的なものにしなければならない。

第三には，供給側の意向でなく，利用者，国民の

必要に応じた社会保障制度の展開が図られなければ

ならない。社会保障制度は利用者を一つの型でとら

えて対処するものだといった考え方は変える必要が

ある。利用者が，健康状態，生活環境，収入，家族

の状態など様々に異なる要素を持っていること，気

持ち・意思にもいろいろあることを念頭に置かねば

ならない。しかも利用者が自分で選択したサービス

を受けられ，かつ，公平性を確保することが大事で

ある。このように社会保障の主体が国民であること

をはっきりさせ，社会保障制度への信頼を築いてい

かなければならない。

第四に，社会保障制度が，それぞれの分野で制度

ごとに発展してきたため，分野間．制度間で，施策

の重複や空白が生じてきており，その調整が求めら

れている。しかも，従来のような施設での対処より

在宅での対応を希望する人々の気持ちを踏まえて社

会保障を考えると，従来の分野ごと，制度ごとでは

対処しきれない。縦割りの制度を超えて，地域住民

の立場に立った現場での総合的対処が必要になって

きている。

高齢者や障害者などの在宅介護という問題一つを

とってみても，医療，年金での対応，ホームヘルパ

ーの派遣や，訪問看護制度の有無，そして住宅の様

相，家族の働いている状況などを踏まえて，各制度，

関係者が第一線で有効に機能して初めて成果があが

る。社会保障制度全般にわたって，こうした視点で

の見直しが今必要である。

高齢者の増加をもたらしたのは基本的には長寿化

であり，喜ぶべきことである。豊かな経験と知識を

生かせれば生き生きとした社会も夢ではない。高齢

者にとっても老後の期間がずっと長くなって，その

間，社会とかかわりながらどう生きるかという自覚

3



が大事になってきている。しかし，年をとるにした

がって病気，障害の増加の傾向があり，全体として

社会保障の費用は増えざるを得ない。さらに低出生

率，少子化の傾向から現役世代の比率が減り，負担

が増加する。これを越えて社会保障制度を再構築し

なければならない。しかも，日本の経済社会は，経

済運営に対する海外からの厳しい要求，地球的規模

での人口・環境問題をはじめ，先進国として果たす

べき役割も増えており，かつてのような高度成長を

基軸に考えることはできない。

しかし，社会保障制度が日本の経済社会の大きな

柱であり，経済発展に欠くことのできないものであ

ることを国民が理解．合意し，諸制度を効率化して

いきさえすれば，日本の経済社会には社会保障制度

を安定的に維持発展させる力はある。21世紀に向け

ての準備は，そのまま本格的な福祉社会実現への道

である。21世紀に向けて，今から基盤整備を積極的

に推進するなど，社会保障制度の基本となるものへ

の投資を強化しなければならない。困難ではあるが，

みんなのものをみんなでつくっていくのである。さ

らにそうした社会保障制度の改革は，新しい社会秩

序をつくるための構造的な変革と考えて早急に断行

すべきである。

1　社会保障の展開

（1）国民生活と社会保障

わが国の社会保障制度は，戦後大きな発展を遂げ，

すべての国民が「健やかで安心できる生活」を送る

上で不可欠な存在となっている。公的年金は，高齢

者が貧困に陥ることを防ぐというだけでなく，退職

後の生活水準が現役時代に比べて急激に下がること

を防ぐ役割を果たしており，高度医療をも対象とし

た医療保障の制度は，国民の健康を保持する上で欠

くことができない。

制度創設時には予期されなかった豊かな社会の中

で，社会保障制度においても「生活の質」に対する

配慮が大事になってきている。医療保障の場では，

疾病の治療や延命だけでなく，患者のクォリティ・

オブ・ライフが尊重されなければならない。また，

療養生活における快適性への配慮も必要である。さ

らに，社会福祉施設における個室化など，社会福祉

施設を収容の場から生活の場へと転換を図らねばな

らない。

わが国の保健医療や年金は，他の先進諸国に比べ

ても遜色のない水準に到達しつつあるといえる。し

かし，社会保障制度の中でも高齢者．障害者の介護

や育児などへの支援は，年金や医療に比べて著しく

遅れており，今後の人口高齢化・少子化の中で，こ

の分野での施策の充実に重点的に取り組むことが大

切である。

低出生率がこのまま続くと，労働力人口の減少や

予想以上の高齢化などの問題が心配される。結婚や

出産は個人の自由な選択に属する事柄であるが，社

会保障制度としても子どもを生み育てたいとの願い

に対する障害を取り除き，育児環境の整備を支援す

べきである。

子どもの数が減少し，子育て後の期間が長期化し

たこと，高学歴化を背景に女性の職業に対する意識

が変化したことなどにより，女性の生涯に占める就

業の位置づけが重みを増している。中長期的にみて

労働力の供給が制約される傾向が女性労働に対する

ーズを一層強めていくことも見込まれる。

高齢化はどの地域にも共通した検討課題をもたら

すとともに，地域によって異なった問題をもたらす。

例えば，過疎地域においては働き盛りの年齢層が減

少する中で高齢化が進展し，誰が高齢者を支えてい

くかということが深刻な問題となる。一方，大都市

地域における今後の急速な高齢者の増加は多くの施

設を必要とするが，その整備に必要な土地確保が難

しいため，施設不足という問題を顕在化させること

となる。これらの問題についても特別の配慮を払わ

なければならない。

高齢化というと，従来，負担増加などの消極的側

面のみが強調されがちだが，豊かな経験と知識を持

った元気な高齢者が社会に参加・貢献することがで

きるという積極的な側面をも重視しなければならな

い。

成人病の増加など疾病構造の変化に伴い，予防に

も重点を置き，自分の健康は自分で管理するといっ

た健康観を国民の中に定着させることが重要である。

また，人間の尊厳とのかかわりで終末医療のあり方



についても国民の間で認識を深める必要がある。

寿命の伸長により老後の期間も長期化し，ライフ

サイクルにおける就業からの引退時期や引退後の生

活についての考え方が変化してくる。老後の20年，

30年をどう過ごすか。長期間の生き方や生活の仕方

については個人差が大きいし，また経済的にも多様

な高齢者が生じつつあるので，これらの高齢者を画

一的に扱うことはできない。

核家族世帯が多数であることは依然として変わら

ないが，若・中年単独世帯，ひとり親世帯，高齢者

夫婦世帯，高齢者単独世帯など，世帯の多様化が進

んでいく。このような趨勢を踏まえ，わが国の社会

保障制度は，特定の家族形態を前提としたものから

多様な家族形態を許容するようなものへと転換を遂

げるべきである。

家族形態の多様化，小規模化，さらには共働き世

帯の増加などにより，家庭内の役割分担や老親扶養

に対する考え方も多様化していく。家庭での介護や

育児の力が弱まり国民の間に社会保障制度に対する

期待が高まっていく。女性の就業者が増加し，就業

期間も長くなるにつれ，妻は家庭内に留まり夫に扶

養されるのが一般であった家族の姿が変化しており，

このような家族の姿を前提とした社会保障・税制な

どの社会制度を見直すべきである。

転職に対する意識の変化，パート労働者や派遣労

働者の増加など雇用形態の多様化が進みつつあり，

主として常用男子労働者を念頭において構築された

これまでの社会保障制度は再編されなければならな

い。

個人の自立を重視する傾向が今後ますます強まっ

ていくと考えられる。今日では男女を問わず生涯を

通じて職業を持つことは一般的になっており，経済

的にも自立する女性が増えてきている。このような

変化及び労働市場の構造変化に対応して社会保障制

度も世帯単位中心のものから，できるものについて

は個人単位に切り換える必要がある。

自立した職業人として自分の能力を向上させてい

きたいという意欲を持ち，生涯にわたりその能力を

発揮することを求める人達が多くなっていくと考え

られる。専門的職業能力の向上や労働市場において

広く通用する能力を身につけることがますます必要

になっていく。専門的職業能力を獲得するよう努め

ることは，出産・育児・介護等で一時期家庭に入っ
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た女性が再び就業を目指す場合にも重要である。

雇用形態の多様化にみられるように会社中心の生

活様式が変化し，労働市場の流動化が進むと，社会

保障制度として取り組むべき課題も多い。社会保障

制度が労働力の自由な移動の妨げにならないよう，

例えば，転・退職によって企業年金などが著しく不

利益とならないような措置を講じなければならない。

また，企業内福利として実施されているものの中で

社会保障制度に取り込むべきものも少なくない。

国際社会における相互依存関係が強まり，国境を

越えた企業活動や人の移動が今後さらに増加してい

くものと考えられる。こうした事態を踏まえ，相互

協定などを通じて，社会保障の国際調整を積極的に

図るべきである。

外国人居住者に対する社会保障制度の適用は，中

長期的には，社会保険料の徴収などを通じてすべて

の人に適用されるようにすることが基本である。ま

た，緊急性を要する問題として，救急医療に関して

は短期滞在などの外国人に対しても何らかの救済措

置が採られるべきである。

（2）国民経済と社会保障

社会保障制度の整備・普及，さらには高齢者の増

加などで，社会保障制度は現在では国民すべての生

活にかかわり，国民経済から影響を受けるとともに

国民経済に影響を及ぼす大きな存在となり，国民経

済と社会保障制度は頼り頼られる関係に入った。

中長期的にみた日本経済の課題は，急速な人口構

成の高齢化，経済活動の国際化，地球環境問題の広

がりなどが進む中で，内需を中心とした持続的な経

済成長と物価の安定を図りつつ，国民一人一人が生

活の豊かさとゆとりを享受できるよう，生活者・消

費者重視の規制緩和，女性や中高年者の雇用機会の

拡大，住宅・生活環境資本の整備と並んで，社会保

障の充実を積極的に押し進めることである。

社会保障への経済・財政面からの批判的関心が高

まり，ともするとその意義や機能を過小評価する傾

向がある。今後も社会保障の充実及び財源の調達に

当たっては国民経済との調和を図らなければならな

いが，社会保障が国民経済の安定・発展に貢献する

側面も積極的に評価すべきである。

社会保障制度は所得再分配などの機能を通じての

総需要の安定や，年金積立金などによる長期的投資
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資金の確保による経済成長の基盤提供などに寄与し

てきた。長期的にみればこうした社会保障の経済的

役割が減退することは考えられない。

所得保障の充実が労働意欲を阻害するともいわれ

るが，それについては賃金・年金の合理的な調整，

企業年金・退職一時金の見直しなどで対応策を考え

ていくべきである。

公的年金の充実が貯蓄動機を減退させるといわれ

る。しかし，多くの勤労者にとっては公的年金があ

るから退職後の生活設計ができるのであり，より豊

かな生活のためには貯蓄が必要なことがわかってく

ることも無視してはならない。

高齢化が進む中での社会保障の充実は国民に負担

の増加をもたらすが，国民経済との調和を図るため

には，負担の求め方は，社会保険料・租税のどちら

の場合であれ，公平に行われなければならない。勤

労世代（勤労期間）に集中するような求め方を避け，

賦課や徴収の方法など租税や保険料のあり方を不断

に見直す必要がある。

高齢化に伴い，これまで社会保障の柱として整備

されてきた年金・医療保険の給付と負担が増大する

が，特に年金にあっては制度の成熟から給付費の大

幅な増大が避けられない。また，介護を中心とした

福祉，育児への支援，それも施設に係る費用だけで

なく家族への支援の必要性も高まるであろう。

老後の生活費や医療・福祉サービスなどに要する

費用というとき，公的な費用だけでないことも注意

しておく必要がある。それには，医療・福祉サービ

スの利用時の自己負担金に限らず，家族が介護や育

児のために仕事を休んだりした場合に失う賃金相当

額等，従来は費用と考えられていなかったものも含

まれる。こうした私的な費用と公的な費用の間には，

相互に密接な代替的関係が認められる。したがって，

国民の費用負担という場合には，公私の費用を併せ

て考えるべきである。

公的年金の充実や社会保険料・租税負担の増大が

労働意欲や貯蓄意欲への影響を通じて経済成長を押

し下げるのではないか，という批判もある。しかし，

高齢化の進展は，公私いずれに負担が及ぶかに関係

なく，必ず社会全体における費用負担を増加させる。

たとえ社会保険料・租税負担が増大したとしても，

社会保障が充実するならば，その分個人や企業の私

的な負担，例えば，医療・福祉の自己負担金，民間

保険の保険料，家族の介護・育児への負担などが軽

減されていることを無視すべきではない。

本来，社会保障に係る公的な負担，すなわち社会

保険料と社会保障公費財源は，望ましい公的な保障

サービスの水準，自己負担金などの私的負担と併せ

て同時に選択・決定されるべきものであり，公的負

担の水準だけが前もって給付水準などと切り離され

て決定できるわけではない。したがって，将来の社

会保障に係る公的負担の水準について上記の事情を

考慮しないで数量的な目標を定めてもあまり意味は

ない。むろん，公私の役割分担，経済成長との両立

という観点から，望ましい社会保障の水準と公的負

担の水準との調和を図るべく，絶えず点検を行う必

要がある。

社会保障制度に基づく施設やサービスを利用する

場合には，負担の公平性という立場から，所得額や

所得税額に応じて費用の一部が徴収され，あるいは

給付が制限されることがある。しかし，所得額や所

得税額には保有資産などが含まれておらず，また，

所得の範囲や把握の問題が残されているので，適切

に費用徴収や給付が行われるためには，費用負担や

資格審査にそうした面も加えた公平性に関する新し

い基準を確立する必要がある。

2　21世紀に向けての社会保障の基本的な考え方

（1）新しい合意と期待

今後増加する社会保障費用とその負担のあり方に

ついて，国民の合意が必要である。そのためには，

社会保障の給付や負担について世代間・世代内の相

互理解が不可欠である。

これまで社会保障制度の柱である年金，医療，福

祉等の整備が，それぞれ別個に図られてきたため，
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保障の重複や空自部分が一部生じてきている。しか

し，今後は社会保障が個々の国民のニーズに柔軟か

つ総合的に対応し，全体として効率的に，加えて公

平な制度となるよう，総合的な調整が行われ，年金，

医療，福祉等の枠組みを超えて再編していく努力が

欠かせない。その中で，財源の拡充だけでなく，そ

の配分も思い切って見直し，介護や子育ての支援と



いったこれからニーズが高まるところへ重点移行さ

れるべきである。

今後充実すべき福祉の分野では，サービスの即応

性や多様なメニュー，利用者の選択権を尊重する必

要があるため，現在の措置制度を見直す必要がある。

地方公共団体が入所に関する調整機能を果たし，公

的な費用助成を前提としながら，施設への入所は一

方的な措置によるものから利用者との契約とするよ

う検討すべきである。また，措置という言葉に代表

されるような，利用者の立場からみて好ましくない

用語は見直されるべきである。

高齢社会では，年金，医療，福祉等の総合化に加

えて，例えば就業意欲への影響など人々の活力を妨

げないように公私の適切な組み合わせをも考慮した

さらなる総合化の視点に立って社会保障制度は再編

されなければならない。サービスという面に着目す

るならば，総合化は，公的・私的サービス，人的・

物的サービス，在宅・施設サービスの区分にかかわ

らずすべてについて必要であり，市町村が行う総合

行政の展開という形で推進されるのが望ましい。そ

のためには，中央，地方の組織・機構の再編成，各

種補助金の整理統合，法制度の見直しといった形で

縦割行政が改められなければならない。

社会保険について，保険という言葉から民間保険

と同一視した比較など社会保険の機能と意義につい

て一部で誤解が広がっている。第一に，社会保険は，

加入が自由な民間保険とは異なり，国民全体の連帯

を可能にする強制加入を特色としている。第二に，

社会保険は，個人に掛け金と運用益を給付として支

払う民間保険とは異なり，国民の連帯に基づいて，

給付の確実性，実質価値維持を公的制度として保障

することを特徴とし，所得再配分による国民生活の

平等化，安定化に寄与している。したがって，社会

保険料を単なる掛け金や貯蓄と考えるのではなく，

共同連帯の責任に基づく拠出金と考えるべきである。

長寿社会にあっては，誰もがかなりの確率で要介

護の状態になる可能性がある。しかも介護サービス

の費用をすべて個人で負うのは難しい。したがって

負担の不均衡を是正し，介護サービスの供給体制を

充実するため介護費用について社会保険化すべきで

ある。

日本の住宅は，豊かな社会における豊かな生活を

保障する基盤としては余りに立ち遅れており，その
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立ち遅れが高齢者などの福祉，医療の負担を重くし

ている面がある。実質的には住宅問題であるものが

福祉の問題として対策を迫られている事例もあり，

生存と生活の基盤である住宅について，高齢者や障

害者などに配慮した住宅を十分確保する必要がある。

特に今後の高齢社会の中で，在宅介護を推進する視

点から住宅基盤を整備するなど福祉との連携を重視

した住宅政策の展開が不可欠である。

従来の社会保障を担ってきた組織だけでなく，地

域での新しい相互連帯による組織が望まれる。旧来

のコミュニティは崩れつつあるとしても，現代社会

にふさわしい地域でのまとまり，組織などが不可欠

であり，その担い手として，これまでにコミュニテ

ィ活動への参加が少なかった退職者などへの期待が

ある。また，企業が単に自社従業員の福利厚生を図

るだけでなく，ボランティア休暇などをはじめ，地

域の一員として福祉社会の発展を支持・支援してい

くことが期待される。

（2）家族政策・男女平等と社会保障

家族は変容しつつあり，今後ともその傾向は続く

ものと考えられる。「家族の本来あるべき姿」といっ

た画一的な固定観念を前提にして，社会保障制度と

してそれを補完したり，代替するのではなく，多様

な家族形態を基本におき，それらの家族の新しい関

係を踏まえて，その生活を充実させるような条件を

整備する施策がいる。

高齢社会での高齢者への施策と同じように，21世

紀を担う子どもが健やかに育つのを支える施策は重

要である。その際，子どもの立場から「子どもが健

やかに生まれ育つ権利がある」という原則への配慮

を忘れてはならない。さらに，子どもの健全な成長，

育成は社会全体にかかわるものであり，子どもを持

つ家庭も持たない家庭も，現在の子どもの養育にか

かわるとの認識が必要である。

子どもの扶養や寝たきりの高齢者など，家族に対

する公的な所得保障は社会保障のほか扶養控除など

の形で税制によっても行われている。家族に対する

公的な所得保障に関しては，税制と社会保障の相互

調整という視点から検討されるべきである。

男女ともに就業と家族責任の両立が確保されれば，

労働力の増大の可能性が高まり，人材活用も強化さ

れ，男女平等の促進，生活の質の改善にもつながる。
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そのためには，フレックスタイムなど労働時間の弾

力化，育児休業，介護休業，看護休暇などの普及促

進，保育及び家族に係るサービスや施設等の整備を

推進するなど，労働市場の構造の変化を反映した新

しい制度的，社会的枠組みを発展させなければなら

ない。

男女の賃金の格差など社会の実態が社会保障の給

付水準などに反映されることがあることに注意し，

社会のあらゆる分野における男女平等が確保される

必要がある。

（3）看護・福祉人材の確保

人口の高齢化，家族規模の縮小や同居率の低下な

ど家族の変化，女子労働力率の上昇や労働時間の短

縮など労働環境の変化，疾病構造の変化などにより，

保健，医療，福祉の人的資源に対するニーズは今後

一層増大するものと予想される。一方，さらに出生

率の低下に伴い若年労働力の減少が予想される。看

護，福祉のサービス分野を担う人材の確保・養成は

大きな課題である。人材の確保のためには，労働時

間，給与，育児環境など労働条件の大幅な改善や勤

務時間の弾力化が欠かせない。また，看護・福祉従

事者の確保・養成については，これまで以上に国・

地方は積極的かつ密接に民間部門と連携し取り組み，

従事者の社会的評価を高めていかなければならない。

さらに，潜在する有資格者の再就職を促すことも特

に大事である。

人材の量的確保と同時に質の向上を図ることが不

可欠であり，就業に魅力のある職場づくりと同時に，

倫理面を含めた全人的教育により，思いやりを持っ

て人に接する人材づくり，さらに効率的なサービス

供給体制づくりを推進していかねばならない。

保健，医療，福祉の分野では，多様な人材が必要

である。このため資格取得のための教育や，社会教

育の一環としての介護教育などを拡大するなど国民

各層の参加の機会を増やし，看護・介護のすそ野を

広げていくべきである。

（4）施設整備の促進

地域において保健，医療，福祉にわたる総合的な

在宅サービスの提供を推進していく必要があり，特

別養護老人ホーム，老人保健施設などが入所機能と

ともにホームヘルプサービス，ショートステイ，デ

イサービス，デイケアといった地域における在宅サ

ービスの拠点としてさらに機能していくことが大事

である。また，訪問看護ステーションを重点的に整

備すること，在宅介護支援センターの整備により看

護・介護の相談・指導をさらに身近に受けられるよ

うにすることも重要である。

今後，在宅介護サービスの充実が図られるとして

も，地域の介護サービスの拠点として，施設はます

ます重要な役割を果たしていくものと考えられる。

施設の量的な整備が遅れており，施設の整備に一層

努める必要がある。特に都市部における施設整備は

土地の確保が困難であり，施設の高層化，複合化の

促進をはじめ各種の推進策を講じることが急がれる。

施設にあっては，個室化や部屋の広さなど生活の

質に配慮した施設の質の向上を図り，寝たきり後の

対策とともに，寝たきり予防の対策を重点的に進め

なければならない。リハビリテーション施設の増設

など施設整備においてもこの点を反映していくこと

が重要である。

（5）社会保障の財源の確保

高齢化，出生減に対応する社会保障の充実，住宅・

生活環境の整備には，今後ますます安定的な財源の

確保が必要となるが，財源の確保に当たっては，社

会保険料によるか一般財源によるかの適切な選択を

しなければならない。

社会保険の場合はいうまでもなく社会保険料が主

たる財源となる。社会保険を安定的に発展させるた

めには，財源の確保が欠かせない。被用者保険にあ

っては，毎月の現金給付のみを賦課対象とするので

はなく，広くボーナスなど賦課対象の拡大を考えな

ければならない。自営業者を対象とする社会保険に

あっては保険料の徴収実績を改善するため，適用漏

れ，滞納をはじめとして，実績改善に最大限の努力

を払わなければならない。

租税財源の調達においても，高齢者・勤労者とも

所得・資産の分配に格差があることを十分認識し，

経済状態に応じた負担の公平を確保しなければなら

ない。

福祉サービスの充実とそれに関連する生活環境の

整備は主として地方公共団体が担っており，地方財

源の充実・安定化，均等化に努める必要がある。

社会保障の財源は，国民の共同連帯により負担し
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ていかねばならない。今後，高齢化と制度の成熟化

により年金給付費など社会保障の費用が急激に増加

することが見込まれるところから，保険料負担のあ

り方とともに，現在の国庫負担の割合の引き上げ，

増加する国庫負担の財源確保のあり方についての検

討が大きな課題である。

（6）国・地方の役割分担

地方と中央の権限の配分に当たっては，一つの制

度についてそれぞれが役割を分担しているが，その

役割分担と財政上の裏付けを確率していく必要があ

る。

地方分権が叫ばれているが，保健，福祉サービス

の分野にあっても生活にとって最も身近な市町村の

役割が重視されなければならない。住民のニーズの

把握・評価，サービスについてのネットワークの形

成，サービス供給組織の育成，費用負担，質の確保

などが重要な課題である。これらを総合的，計画的

に行うための保健，医療，福祉のための計画づくり

や地域の特性をいかした保健，医療，福祉のまちづ

くりも市町村の重要な課題である。これらのことを

市町村が責任を持って行うことができるよう，今以

上に地方分権化を進め，それを支える地方財政を強

化していかなければならない。また，国民健康保険

のように人口，財政などに余りにも差がある場合は

複数の市町村が合同して広域的に運営することもあ

ろう。

都道府県は，各市町村間の連絡調整や専門技術的

面での指導と費用負担，人材の養成・確保などにつ

いて責任を負うべきである。

国は，全国的に実施することが望ましい施策の企

画，立案，法制化，最低基準の作成，財政負担など

について責任を負うべきである。

社会保障制度の中でも所得保障に関するものは，

基本的に中央による政策決定と財政責任が確立され

るべきである。

3　21世紀へ向けての社会保障各制度等の見直し

(1)保健，医療，福祉サービス保障の基本的あり方

国民が病気や寝たきりなど手助けを必要とする状

態にならないことは，本人にとって望ましいだけで

なく，経済社会の各面にも好ましい効果をもたらす。

病気の多くを成人病が占める時代にあっては，習慣

病といわれる成人病を予防するには特に日頃からの

食生活への配慮，健康づくりへの努力がいる。国と

しても，乳幼児から高齢者に至るまで健康診断・保

健指導体制の確立，健康増進のための施設の整備・

充実に努めるとともに，健康教育・相談など，病気

の予防に重点をおいた施策が重要である。

保健，医療，福祉サービスは総合的に提供される

ことが肝心で，利用者の安心感・満足感を満たすよ

うサービスの向上に努める必要があるが，そのため

に質を評価し，苦情に応え得る体制をつくり上げな

ければならない。また，サービスの情報を総合的に

提供するための体制を整備することが，各人が自発

的にサービスを選択できるための前提となる。

福祉施設についても収容施設から生活施設へ転換

し，在宅と同じような環境に近づける必要があり，

個室化，介護職員の配置定数の改善等を積極的に進

めることが肝要である。そのためには人材の確保，
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十分な研修によるサービスの質の向上が不可欠とな

る。

高齢者や障害者に対する福祉サービスや慢性的な

成人病に対する療養は，生活の質の面からみて可能

な限り在宅で受けられるようにした方が，利用者の

希望やノーマライゼーションの観点から基本的に望

ましい。高齢者や障害者が社会とのつながりを持ち

ながら自立して自宅で暮らせるよう，量的にも質的

にも十分な在宅サービスが提供されるようにしてい

かなければならない。また，高齢者や障害者の自立

を促進し，介護者の負担を軽減する観点から，便利

で使いやすい福祉用具の研究開発，普及も促進され

なければならない。

介護や医療を要する人ができるだけ地域社会の中

で暮らしていけるようにするために，ベッドなど福

祉用具を置けるだけの広さを持ち，身体機能が衰え

た者にとって障害となるものを取り除いた住宅（バ

リアフリー住宅）の供給，既存の住宅における手す

りの設置や浴室の改造などに対する公的助成，ケア

付き住宅の整備などの住宅対策を進めるとともに，

高齢者などに配慮した移動交通手段を確保するよう

なまちづくりを推進しなければならない。



各人のニーズ把握，最も適切なサービスの選択・

決定，供給までを調整するケースマネジメントのシ

ステムの導入や，地域における保健，医療，福祉サ

ービスの供給組織間で情報交換などを行うネットワ

ークの形成が重要である。

（2）医療保障と医療供給体制の整備

人口高齢化による疾病構造の変化と医学・医療技

術の進歩の中で，患者の病態に応じて適切な医療サ

ービスが効率的に提供されるためには，現在の医療

供給体制を見直し，その方向性を明らかにする必要

がある。

現行の医療施設体系は，病院と診療所の機能と役

割，特に診療所の位置づけが不明確で，施設の機能

に応じた設備や人員の適正配置がなされていないこ

と，各人が必要な医療情報を的確に入手できるよう

な仕組みが整備されていないことなどにより，患者

が大病院に集中し，患者の便益が損なわれているば

かりでなく，それらの病院も本来の機能を十分に発

揮できない，などの問題がある。

診療所・小病院は地域住民に最も身近な医療機関

として，相互紹介などを通じて高機能・重装備の機

関と連携し，患者の病態に応じて適切な医療が受け

られるように患者の流れを効率よく誘導するととも

に，患者の健康相談などに応じ，地域医療の中でプ

ライマリーケアを担う中核的施設としてその役割を

果たしていかなければならない。このために，医学

教育におけるプライマリーケアの重視や診療所・小

病院といった地域医療の最先端にある医療施設の経

営基盤の確立と並んで，医療施設におけるグループ

診療の育成強化を図り，医師をはじめとする医療従

事者にとっても魅力のある診療環境づくりに努める

ことが重要である。

長期慢性疾患を有する者は，病院，老人保健施設

や，特別養護老人ホームなどの福祉施設を利用して

いるが，それらの施設の間で利用者負担金その他に

格差が生じているため，必ずしもその日的に沿った

利用ができる体系になっていない嫌いがある。この

ため，今後高齢者の介護を行う施設についてこれら

を整合性のとれた体系にしていかなければならない。

人口高齢化に伴い，成人病などによる生活障害の

改善が極めて重要な課題になるが，そのためには障

害者の全人間的復権，身体的・精神的・社会的な生

活の質（QOL）の向上を達成するリハビリテーシ

ョンを充実しなければならない。障害の予防に努め

るとともに，障害者が住み慣れた地域社会の中で自

立し社会参加ができるようにするため施設の増設と

人材の養成確保を推進すること，障害者が一般雇用

に就けるよう職業リハビリテーションを充実強化す

ること，在宅障害者の通所施設を大幅に増設してデ

イサービス事業や授産事業などを充実することが欠

かせない。

わが国では医療技術水準に比べて，病室の広さ，

清潔さなど，療養環境水準が必ずしも高いとはいえ

ない。平均的な生活水準・欲求水準の上昇に対応し

て療養環境を向上させ，その快適さを高めていくこ

とが望まれる。また，付添看護の解消を徹底する必

要がある。このためには看護・介護人材の確保を図

ることが不可欠であり，これに伴う医療費の上昇が

過度のものとならないよう制度の効率的な運営に努

めるべきである。

今後は，医療における患者の自己決定権が重視さ

れる方向で改革が行われるべきである。そのために，

まず，利用者が医療機関を適切に選択し，診療内容

について一定の説明を受けられるようにするため，

医療情報が人々に提供されるようなシステムを確立

することが大切である。また，現在の医学教育は医

療の高度化・専門化に伴い，病気の治癒に焦点があ

てられ，ややもすれば患者の人間性に着目したニー

ズに対応する側面が軽視される傾向がある。それに

十分に対応できる教育と医療に力点を置き，インフ

ォームド・コンセントを徹底させることも大事であ

る。

本格的な高齢社会の中で，医療保険制度の財政基

盤を強固にし，給付と負担について所得階層間，世

代間で公平化を図り，制度の長期的安定化を実現し

ていくことは，誰でも容易にかつ等しく，必要な医

療を受けられる国民皆保険体制を維持する上で不可

欠である。

現行の医療保険体制は被保険者の就業上の特性に

応じて，職域保険である各種被用者保険と，原則と

して市町村を保険者とし被用者保険加入者以外のす

べての国民を対象にする国民健康保険に分かれてい

る。このうち，国民健康保険は，人口の高齢化や就

業構造・産業構造の急速な変化，過疎化の進行など，

保険者である市町村の責に帰せられない要因の影響
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を受けている。また，財政基盤が弱体化しており，

被保険者の高齢化率が高く，拠出能力が低く，保険

者間の格差も大きい。これに対応するには，国，都

道府県，市町村が一体となった支援や，保険者間・

制度間の財政調整の強化，一定限度を超える小規模

国保の広域化など国保事業の安定化を図る措置が必

要である。また，保険料の負担が困難な低所得者の

増大などにより，それ以外の被保険者の負担が重く

なっているが，それを是正した上で適正な保険料負

担を図るべきである。

被用者保険の保険料については，公平性，効率性

及び安定性の原則に立ちつつ財源を充実していく観

点からその見直しを行うべきである。所得比例料率

を原則にするが，ボーナスへ保険料を賦課するなど

賦課ベースを拡大し，給与体系に対して中立的な賦

課方法を確立していくことが欠かせない。

医療資源の適正な配分を図るため，医療保険の給

付の内容や範囲の見直しが必要である。医療サービ

ス及び関連サービスの質の向上を図るためには応分

の受益者負担は避けられない。特に患者がよりよい

サービスを選択する場合には，その部分については

自己負担とすべきである。また，薬剤の適正使用に

ついては，経済的側面とともに，複合的な副作用の

防止という医療的側面からも引き続き推進すべきで

ある。

（3）介護保障の確立

高齢化と寿命伸長によって高まっている老後の要

介護状態への不安を解消するためには，施設の整備

や人材の養成確保など介護供給体制の整備を図り，

公的な介護保障制度を確立していくことが必要であ

る。介護保障とは，寝たきりなど生活上手助けを必

要とする人とその手助けを行う家族の生活を守るた

めに，その者が必要とする介護サービスを負担能力

に妨げられずに受けられることを保障し，加えて，

供給量と質的水準の確保を行う公的施策である。そ

の場合，国・地方公共団体が，介護サービスの質・

量の確保やそのための財源確保に責任を持つ。また，

利用に当たっては，利用者の主体的な選択が尊重さ

れなければならない。

今後増大する介護サービスのニーズに対し安定的

に適切な介護サービスを供給していくためには，当

面の基盤整備は一般財源に依存するにしても，将来

的には，財源を主として保険料に依存する公的保険

制度を導入する必要がある。長寿社会にあっては，

すべての人が，期間はともかく相当程度の確率で介

護の必要な状態になり得ることから，保険のシステ

ムに馴染むと考えられる。

公的介護保険制度とは，要介護状態になったとき

に，現金給付，現物給付あるいはそれらを組み合わ

せることによって介護サービスを給付し，その費用

を負担するものである。保険制度であるから，保険

料を負担する見返りとして，受給は権利であるとい

う意識を持たせることができる。また，負担とサー

ビスの対応関係が比較的わかりやすいことから，ニ

ーズの増大に対し量的拡大，質的向上を図っていく

ことに国民の合意が得られやすい。

介護保険が，一定の質的水準を有する公営，民営

の介護サービスの費用を負担するようになれば，利

用者にとって選択が可能になり，供給者間の競争を

強め，サービスの量的拡大とともに質の向上を図る

ことができる。

民間保険と違い，公的保険であれば要介護となる

可能性の高い人にも負担を増やすことなく必要に応

じて給付でき，強制加入となることによりすべての

人の要介護のリスクをカバーできる。また，賦課方

式にすることにより，現在すでに要介護状態にある

人々にも給付でき，かつインフレリスクにも対応で

きる。

介護保険が，現在措置費で運営されている福祉施

設にはもちろんのこと，介護を行っている保健医療

施設，在宅福祉などにおける介護の費用の部分を負

担するようになれば，現在生じている各施策の利用

者間の負担の不均衡が是正されるばかりか，各サー

ビス間の連携も強められる。

介護保障を社会保険制度とするときに特に留意し

なければならないのは，過剰利用を防ぐことと，今

後増大する給付に対して，保険財政上破綻せず，保

険料も負担に耐え得る仕組みにすることである。公

費負担の導入も必要であろう。また，ニーズの評価

やそれに応じて行うべき介護サービスの決定方法な

どについて全国的に統一された科学的・客観的な基

準を作成する必要があり，介護サービスの内容とそ

れに対する報酬を評価する新たな体系を整備する必

要もある。

どのような社会保険方式とするかは今後の具体的
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な検討を待ちたいが，例えば，既存の公的年金制度，

医療保険制度又は老人保健制度を活用する方式，別

の新しい介護保険制度を創設する方式などが考えら

れる。関連する部分も多いだけに，その際，医療保

険制度，老人保健制度など医療制度全体にわたる見

直しが必要となるであろう。

介護保険制度の適用者，サービスの内容について

の慎重な検討が必要であるが，要介護状態になった

人々を皆が連帯して支え，国民の多くが抱えている

介護への不安を解消して，老後に明るい展望が開け

るような制度にすべきである。また，利用者のサー

ビスへのアクセスの向上，適切なサービスの利用に

資するため，相談窓口の一本化，手続きの簡素化な

どが望まれる。

高齢者の比率が地域的に不均等である上に市町村

間に財政力格差が存在することが，提供される介護

量の格差につながらないよう，広域調整，市町村間

の連携に力を入れるとともに，財政力格差を緩和す

るための支援策についても検討すべきである。

今後の介護ニーズの増大に対応するためには，公

私を含め様々な社会資源の活用を図っていかねばな

らない。住民参加型の福祉活動など新たなサービス

供給主体の育成のほか，健康保険組合，農業協同組

合，生活協同組合など，直接的福祉活動を目的とし

ない非営利団体の積極的な参加を求めていくべきで

ある。また，介護関連サービス，福祉用具，民間保

険などの分野における民間サービスの育成にも一層

力を入れねばなるまい。また，痴呆の発生予防，早

期発見のための研究，開発に国などが積極的に支援

すること，要介護の人でも安心して暮らせるよう，

地域の人々も参加したまちづくりを推進することも

欠かすことができない。

（4）所得保障の充実

所得保障には，例えば年金保険や雇用保険のよう

に，老齢や失業などを原因として所得喪失状況が発

生した場合に，給付を行うことによって困窮に陥る

前に生活安定を図ろうとする事前的な対策と，原因

が何であれ，困窮に陥った者を対象に事後的に給付

を行う最低生活保障制度とがある。所得保障の目的

は，救貧，防貧を超えて，健やかで安心できる国民

生活を形成するものへと変化してきた。そうした変

遷を経て，現在では，社会保険を中心とした前者の

事前的対策が主要な役割を果たしているが，困窮に

陥った際に後者の事後的対策，すなわち生活保護制

度が最後のよりどころとして果たす役割も依然とし

て重要である。

高齢期の所得保障の中核をなす公的年金制度がみ

んなでつくりみんなで支えていく制度として国民の

信頼を確保していくためには，制度間の給付と負担

の均衡とともに，長期的に公的年金の給付水準とそ

れを支える勤労世代の所得水準との間に適切なバラ

ンスが保たれる必要がある。

特に勤労世代の税・社会保険料負担は今後一層増

大することが見込まれており，この世代は住宅，教

育などの費用負担の重い層であるだけに，年金受給

者との実質所得のバランスを図ることが肝要である。

公的老齢年金は高齢期の生活費の基本的な部分を

支えるべきものであり，それより豊かな生活を望む

者は私的手段（企業年金，個人年金，退職一時金，

貯蓄・資産形成，就労による稼得所得）によりそれ

を補完することとなる。公的制度と私的制度は，整

合的に連携を図りながら対処していく必要がある。

高齢社会を支える年金制度を維持するため今後保

険料の引上げは避けて通れないが，毎月の賃金に対

する保険料率の引上げには事実上限界があるととも

に，月収を抑えてボーナスを増額するという現象も

みられることからボーナスを保険料及び給付の基礎

に含めるような形の見直しも必要である。

パートタイム労働者も，できるだけ被用者年金制

度の被保険者となるような方向で検討を行うことが

望まれる。

産業構造・就業構造の変化の影響により被用者年

金制度の各制度間に負担の不均衡が生じているばか

りでなく，一部の制度では既に財政が逼迫する状態

にまで至っている。制度の運営責任を超えた要因に

よって年金財政が悪化した場合については，被用者

年金制度全体での問題の解決を図っていく必要があ

る。

社会保険方式によるわが国の年金制度においては，

制度への加入漏れや保険料の未納などにより，将来，

無年金者あるいは低年金者となるおそれのある事例

が生じていることは見逃すことはできない。このた

め，適用対策や保険料徴収対策の一層の強化に努め

るとともに，制度的な対応の要否も検討されるべき

であろう。さらに，制度のはざまで無年金者となっ
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た障害者への対応も今後の検討課題である。

各制度共通の年金番号の導入を行うことによって

事務処理の一元化を図ることは，無年金者の発生防

止の面からも重要である。

国境を越えた人の移動の増加に対応して，年金制

度について主要国との間に相互協定を結んでいく必

要がある。

社会保障制度は，できるものについて世帯単位か

ら個人単位へ組み替えることが望ましいという視点

から，遺族年金のあり方や年金権の分割問題につい

ても今後検討していくことが必要となろう。

すべての年金制度について正確な実情を把握し，

的確な見通しを持った年金財政計画を明示すること

は国民の信頼を得る上で重要である。

（5）子どもの健全育成と女性の就業支援

21世紀を活力ある社会とするために，未来を担う

子どもたちが健やかに生まれ育つことに，男女が等

しく責任を負わねばならない。

この場合，出産前後の母子への配慮をはじめ，児

童の養育にかかわる諸政策の展開に当たって，子ど

もの側に立っての検討が欠かせない。

働く母親が増え，かつ，就労形態が多様化するに

したがって，保育を必要とする児童の範囲が広がっ

ていくであろう。これに応じて乳児保育，延長保育，

障害児保育，一時保育，学童保育など多くのニーズ

に柔軟に対応することが大事である。

保育の多様化への対応に当たっては，子どもの立

場に立って，保護者等が保育にかかわることが重要

である。また，国，地方公共団体は，サービスの質

が維持されるよう，積極的に公的責任を果たさなけ

ればならない。

経済社会の発展に伴って女性の社会的活動への参

加は増大してきたが，女性が就業を継続する上で出

産，育児は依然大きな中断要因となっている。

結婚，出産，育児などを契機にいったん離職した

女性が再就職しようとするとき，家事，育児との調

和を図ることなどからパートタイム労働者として働

く者も多い。また，長寿化によって高齢者が増加す

る中で就業継続の障害として高齢者の介護も大きな

問題となってきている。この背景には育児や介護の

家族責任が依然として女性の役割と考えられる傾向

があることが挙げられる。

◎社会保障将来像委員会第二次報告

男性は仕事，女性は家庭という役割分担に支えら

れた社会では，女性の就業継続が困難である。男女

双方が生活の質を維持しつつ職業生活と家庭生活の

両立を図ることができるよう，出産，育児，介護等

と就業との両立を支援するための施策が重要となっ

ている。

このためには，労働時間の弾力化，育児休業・介

護休業の定着，普及を図るとともに，多様な保育ニ

ーズに対応した保育政策の拡大や，ホームヘルパー

制度や訪問看護制度など育児，介護のサポートシス

テムを整備し，育児や介護を社会的に支援するネッ

トワークを総合的に構築していかなければならない。

この場合，公的機関によるサービス，民間団体に

よるサービス，地域社会を基盤とした協力，企業に

よるサービスの活用などにより整合的な対応がなさ

れることが重要である。また，市町村が体系的な保

育サービスや施設づくりのための計画を立案するこ

とも必要である。

出産，育児，介護等により職業生活から離れた女

性が再び就業しようとするとき，希望するような就

業機会が十分あるとはいえず，また就業に必要な知

識，技能を持たないために就業が困難なケースも少

なくない。このため，職業能力の再開発などを通じ

て，希望に応じ再び働けるような環境の整備を行う

ことも大事である。

国民年金の第3号被保険者，税制上の配偶者特別

控除などの制度は所得が一定水準以下の配偶者がい

る世帯に一見有利な制度となっている。このため，

パートタイム労働者の中には収入が一定額を超えな

いよう就業調整を行う者がある。

パートタイム労働者の増加や共働き世帯の増加な

ど，家族の変容，労働市場の構造の変化がみられる

中で，就業と家族責任の組み合わせについて社会保

障制度や税制が中立的になるよう見直しが必要とな

っている。

育児と就業の両立を支援するいろいろな制度が広

がってきているが，経済的な不安で育児環境がおび

やかされることのないよう，将来，諸制度の間での

整合性をとりつつ給付などについてさらに幅広く検

討することが肝要である。また，家族に対する公的

な所得保障は社会保障制度として児童手当のほか税

制上の扶養控除によっても行われているが，より大

きな効果が期待できるよう社会保障と税制の相互調
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整という視点も大事である。

（6）60歳以降の就業支援

人生80年時代の到来により高齢期が長くなり，生

涯において就業を希望する期間も長くなったが，現

状では年齢が高くなるにつれて就業の門戸は狭くな

っている。特に60歳台前半層において，雇用の需要

と供給のギャップが大きい。また，60歳を過ぎる頃

から，健康，体力，能力などの個人差は大きく，希

望する就業形態はフルタイムの雇用労働だけではな

く，自営業，任意就業，短時間雇用など多様なもの

となっている。

長くなった高齢期を生きがいを持って豊かに過ご

せるような，また，その能力を十分に発揮できるよ

うな活力ある社会を実現していくことは国民的な課

題である。そのためには，多様な施策が講じられる

べきであるが，特に就業の意欲と能力を有する者に

は高齢になっても就業の場が与えられることが望ま

れ，少なくとも65歳程度までは就業できるような社

会の仕組みをつくり上げていく必要がある。

そのことが実現すれば，それらの者も現役労働者

として参加することによって，21世紀の高齢社会を

支えるための社会的コストの一部分を負担すること

ができ，本人にも生きがいと収入がもたらされる。

その上，そのキャリアや技能が社会に役立つことと

なる。

60歳台前半層の者に対して，継続雇用や再雇用制

度の導入，年齢が高くなっても働きやすい勤務形態

や職場環境の工夫が行われることが望まれ，行政と

してもこれを支援するための積極的な取組が望まれ

る。

また，多様な就業ニーズを踏まえたきめ細かい就

業支援が望まれるが，特に自営業者として新たな事

業の場に職業を求める者には，許認可制度の情報の

提供や参入を容易にするような支援が望まれる。

60歳を過ぎて希望に応じた多様な形態による就業

を実現していくためには，労働市場において広く通

用する職業能力を身につけることが重要であり，そ

れ以前の時期から計画的に自己啓発，能力開発の場

が提供されることが必要である。

（7）障害者の就業支援

障害者については，「国連・障害者の十年」が終わ

り，新たに「アジア太平洋障害者の十年」がスター

トするとともに，「障害者対策に関する新長期計画」

の策定や障害者基本法への改正が行われている。21

世紀に向けて，ノーマライゼーションの理念を深化

させた社会づくりや，障害の重度化への対応を進め

るための取組が，就業や生活環境等の場で求められ

ている。

障害者の自立意識の高まりとノーマライゼーショ

ンの理念の社会全体への浸透もあいまって障害者の

実雇用率は上昇しつつあるが，依然として法定雇用

率を下回っており，特に重度障害者について立ち遅

れがみられる。このため雇用・福祉・教育の連携を

図って職業リハビリテーションを充実させることが

必要であり，まちづくりや通勤，住宅などの職業生

活環境の整備も大事である。

（8）住宅対策等の拡充

最低居住水準を上回る住宅を国民すべてに確保す

ることが社会保障の基盤づくりとなる。施設福祉か

ら在宅福祉への政策転換が今後進められるとすれば，

その受け皿となる「住み慣れた家」の安全性や快適

性，福祉用具の利用可能性が改めて問われる。した

がって，社会保障の一環としての住宅政策を重視し，

特に高齢者・障害者などにとって住みやすい住宅の

整備・供給のために，改造費用補助や家賃補助など，

今まで以上に手厚い公的助成が図られなければなら

ない。特に，単身の男女が増える点への配慮も必要

である。

これまでのわが国の住宅政策は，主に住宅の数と

広さの量的拡大を目標とし，身体機能の衰えた場合

の居住可能性にはあまり配慮がなされなかった。近

年，できる限り自立した生活を在宅で可能にするた

めに，バリアフリー住宅への改造，建設が注目され

るようになった。

こうした施策が進めば，高齢者や障害者などの家

庭内における不慮の事故によるけが，入院，寝たき

りなどを予防し，自立生活の可能性を広げることが

できる。また，在宅介護が容易になることから，施

設入所を遅らせ，退院を促進するなどにより介護費

用や医療費を長期的に大きく節約する効果が期待で

きる。こうした観点から，バリアフリー住宅化を考

慮した法的な基準を整備し，誰にとっても長く住み

やすい良質な住宅ストックを形成していくことが望
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ましい。公的に供給する住宅については，率先して

バリアフリー仕様とすべきである。また，個人の住

宅についても改造のために積極的な公的助成が行わ

れるべきである。

高齢者や障害者が在宅で安心して暮らせるために

は，日常的な安否の確認，医師など必要な機関への

連絡，介護サービスについての助言や受給手続きの

代行，日常生活の介助などの支援機能を果たす管理

人がいる高齢者や障害者のための小規模な集合住宅

の整備が重要である。

特に都市部では高齢の借家居住者のためのケア付

き住宅の整備のニーズが高いが，それに対しては，

団地や公的住宅にケア付き住宅，在宅サービスのセ

ンターを一体的に設置するなど，総合的な対策が欠

かせない。

ケアハウスも，ひとり暮らしや夫婦のみ世帯の高

齢者のための安心できる住まいとしての性格を有し

ており，設置促進のための更なる努力が望まれる。

移動の自由は人間としての基本的な生活にかかわ

るものである。身体機能の不自由をもつ人々に，で

きるだけ自立的な生活を可能にし，自由に外出でき

◎社会保障将来像委員会第二次報告

るようにするため，まち自体のバリアフリー化は不

可欠である。

戦後のわが国の場合，個人の権利を制限しても，

まち自体を住民共有の公共財として計画的に形成し

ようとする理念が薄かった。そのために高齢者や障

害者にとってアクセスの制限されたまちとなってい

る。

近年幾つかの都市において交通弱者に配慮する条

件を明記したまちづくりが条例化されるようになっ

た。どのような点にアクセス上の障害があるかを地

方公共団体は調査し，これを取り除く政策を実施し

ていかなければならない。

段差の解消，階段への手すりの設置，車いすの通

行し得るスペースやスロープ，中高層建物へのエレ

ベーター設置なとが必要であるが，特にバスの昇降，

駅舎における昇降について，車いすによるアクセス

の確保が求められる。地方公共団体の権限の外にあ

る交通機関に関するバリアフリー化について，今後

関係機関との密接な協力による対策の推進を要望し

たい。

おわりに（社会保障の国民理解）

わが国においては，過去数十年間にわたって，社

会保障の適用範囲を拡大し，給付水準を引き上げる

努力が重ねられてきた。社会保障給付費は国民所得

の8分の1を超え，社会保障は国民経済の大きな部

分を占めるに至っている。われわれが生活を営む上

で，社会保障制度は大きなよりどころになっており，

それが社会経済全般の中で果たしている機能と役割

について国民一人一人が認識（理解）を深めなけれ

ばならない。

そのためには，社会保障制度がどういうものなの

か，つまり，具体的にはどのように財源が調達され，

徴収された社会保険料や租税が社会保障制度にどの

ように使われているのか，それらを財源としてどの

ようなサービスが提供されているのか，さらには，

実際に利用する者にとっては，手続きはどこに行け

ばよいのか，不明な点を相談するにはどこに行けば

よいのか，また，制度に関する無知が利用上・給付

上に不利益とならないためにも，諸々の事柄が簡単

に理解できるように情報が提供されていなければな
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らない。

今後の社会保障制度の総合的な展開を考えれば，

施策は従来の枠をはるかに超え，ほとんどの省庁が

かかわる。それだけに省庁を超えた情報の公開，情

報の提供，国民への説明が肝要となる。それなのに，

公的年金制度のひとつをとってみても，いまだに年

金財政の将来推計などの情報が十分に公開されてい

るとはいえない。社会保障制度に関する様々な情報

が進んで公開され，一般国民にとって社会保障制度

が簡単に理解されるようにしなければならない。さ

らに，通信体制の発展を考えれば，社会保障制度に

対する国民の要望，苦情，疑問等々も容易に聴取で

きる工夫を図るべきである。こうしたことから，国

民の社会保障に対する理解を深めるため，社会保障

に関する情報を幅広く収集し，広く国民に提供する

情報センターを設置することについて検討すべきで

ある。

「思いやり」，つまり「福祉の心」を国民の中に育

てていくには，長期的な視点に立って取り組む必要



がある。一人一人の自発性を基本とする中で，家庭

内での教育を基として，学校，企業，地域など，様々

な場や機会を通じて社会連帯意識の醸成，福祉教育

の推進を図ることが肝要である。

学校に福祉教育の担当者を置き，小・中・高校を

通して，福祉教育を体系的に実施することが求めら

れる。その際，福祉を単に知識として学ぶのではな

く，家庭での実践やボランティアとして福祉活動に

参画するなど，実際の経験を通じて体験学習をする

ことが大切である。大学教育においても，社会保障

の講座などを重視すべきである。また，大学におけ

る社会保障の研究調査体制は，社会保障関係の講座

が少ないこともあり，他の学問領域に比べて必ずし

も整備されているとはいえない。社会保障にかかわ

る問題を学際的に広く研究を進め，大学や研究機関

などにおける社会保障研究の充実を図るために，国

はさらに研究助成に力を入れるべきである。

福祉教育を生涯学習の一環として位置づけること

が大切である。様々な生涯教育の場のほか，企業の

中でも，職員研修などを通じて福祉に対する関心を

高めていくことも大事である。

また，就業と出産，育児，介護等の両立を進め，

男女とも生き生きと暮らすことのできる社会を創造

することが重要である。そのためには，社会や企業

に様々な制度ができるだけでは十分ではなく，家庭

において男女が共に責任を分担していくことを十分

認識するとともに，制度を動かす社会や企業の中の

人々がその重要性をよく認識していることが大事で

ある。

高齢社会においては，社会保障の基盤として，共

生と連帯に基づく地域社会づくりが不可欠であるが，

少子化，都市化，個人生活重視の傾向の高まりなど

によって，地域連帯意識の希薄化がみられる。

地域活動やボランティア活動を通じて，相互扶助

意識と連帯意識を醸成していくことが強く求められ

ている。地域活動やボランティア活動を通して21世

紀にふさわしいコミュニティ活動を進めるため，国，

地方公共団体は，コミュニティ施設などの整備，活

動を支えるリーダーの育成，ネットワークづくりな

どを促進する必要がある。

以上，本報告は様々な角度から21世紀の社会保障

のあり方について検討を加え，提言してきた。

20世紀もあとわずかで終わる。21世紀には，社会

を構成する一人一人がかけがえのない個人として尊

重され，誰もが自立の心の重要性を理解し，それぞ

れの能力をいかして仕事と家庭を両立させながら自

分にふさわしい生き方を選択できる社会としたい。

同時に人々が「社会保障の心」を併せ持ち，負担に

ついては公平に担い，社会保障制度に支えられ，誰

もが安心し生き生きと生活を送れるような社会とし

たい。確かに，高齢化の進展によって国民全体で担

わなければならない負担は上がるであろうが，その

社会では，例えば高齢者に対する介護の負担を特定

個人だけが負わされることもないし，未来を支える

子供たちが生まれ，育ちやすい環境も保障されてい

るであろう。

21世紀がこのようなよりよいものとなるためには，

人々が立場の違いを超えて相互の理解を深め，助け

合っていくことが前提となる。国民による強い社会

連帯の意識と，社会保障制度の仕組み，役割，意義

についての国民の深い理解と協力に支えられ，社会

保障制度の必要な改革が行われ，その充実が図られ

ていくことを期待する。
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